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ようやく梅雨が明け、夏らしい気候になりましたね。昨年に比べて１ヶ月ほど遅い梅雨明けからいきなりの猛

暑日で体調を崩されていませんか。昨年、青梅市で４０℃超えを記録したとき、私はその時間に青梅年金事務所

にいて、その暑さを体感しており、なんとか近日の猛暑日に耐えられております。

今年の４月から施行されている有給休暇の付与義務の対応として、今月に計画的付与を実施されていることが

多いのではないでしょうか。そうなると、稼働日がより少なくなり、効率的な働き方が重要ですね。

HP等でもお伝えしておりますが、弊事務所の夏期休暇は８月１０日（土）から８月１５日（木）です。緊急の

際は下記移動オフィスへご連絡ください。個人事務所の長所をいかします。

・２０１９年の最低賃金について

・「高プロ」の導入状況についてについて

・マイナンバーカードについて

Facebookモバイル

高度プロフェッショナル制度（働いた時間ではなく成果で仕事を評価する脱時間給制度）の対象者（年収

１，０７５万円以上で高度の専門知識を持つ人材）が、制度開始から３ヶ月の６月末時点で３２１人に留ま

っていることが、厚生労働省の調べでわかりました。約９割が経営助言などのコンサルタントで、導入企業

は４社でした。

「高プロ」の導入状況について

中央最低賃金審議会の小委員会は、２０１９年の最低賃金の引上げ額について、全国の加重平均を２７円

引き上げ、９０１円とする「目安」を決めました。最も高い東京都は１，０１３円で、次に高い神奈川県は

１，０１１円と初の１，０００円超となります。一方で、青森県などの１７県は引き上げ後も７００円台と、

地域格差はさらに拡大します。

２０１９年の最低賃金について

マイナンバーカードについて

政府は、２０２２年度以降、ハローワークカードやジョブ・カード、教員免許状を、マイナンバーカード

と一本化することを明らかにしました。また、お薬手帳は２０２１年中にも統合し、マイナンバーカードの

普及につなげます。８月に一体化を盛り込んだ詳細な工程表をまとめる方針です。


